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医科点数表の解釈 平成26年4月版 

Web追補 No.11（平成27年６月号） 

  ● 以下の告示・通知により，本書の内容に変更が生じましたので，ここに追補します。 

   ○ 平成27年５月19日 厚生労働省告示第270号（平成27年５月20日適用） 

   ○ 平成27年５月19日 保医発0519第１号 

   ○ 平成27年５月25日 医政発0525第４号・薬食発0525第９号・保発0525第３号（平成27年６月４日適用） 

   ○ 平成27年５月29日 保医発0529第１号（平成27年６月１日適用） 

  ● Web追補のバックナンバーは，当社ウェブサイト上の『診療報酬関連情報ナビ』からご覧いただけます。

本追補と併せてご利用ください。（http://www.shaho.co.jp/shaho/2014_sinryo/index.html） 

 

頁 欄 行 変更前 変更後 

437 〔Ｄ012感染症免疫学的検査の「40」レジオネラ抗原定性（尿）

を準用する項目として追加〕 

◇ デングウイルス抗原定性 

 ア デングウイルス抗原定性は，Ｄ012感染

症免疫学的検査の「40」レジオネラ抗原定

性（尿）の所定点数に準じて算定する。 

 イ 本検査は，国立感染症研究所が作成した

「デング熱・チクングニア熱の診療ガイド

ライン」に基づきデング熱を疑う患者が，

当該患者の集中治療に対応できる下記の

いずれかに係る届出を行っている保険医

療機関に入院を要する場合に限り算定で

きる。 

  ① Ａ300救命救急入院料の「１」から「４」

までのいずれか 

  ② Ａ301特定集中治療室管理料の「１」

から「４」までのいずれか 

  ③ Ａ301-2ハイケアユニット入院医療管

理料の「１」又は「２」のいずれか 

  ④ Ａ301-4小児特定集中治療室管理料 

 ウ 本検査は，感染症の発生の状況，動向及

び原因を明らかにするための積極的疫学

調査を目的として実施された場合は算定

できない。 □留  

（平27. 5.29 保医発 0529 1） 

626 右 上から15行目 リスペリドン リスペリドン，アリピプラゾール 

969 ― 下から６行目 ○ アリピプラゾール ○△アリピプラゾール 

1108 ― 上から５行目 （最終改正；平成27年３月24日 厚生労働

省告示第113号） 

 
〔黄色網かけはWeb追補No.9にて改正済み〕 

（最終改正；平成27年５月19日 厚生労働省告

示第270号） 

1111 ― 下から23～22

行目 

ザクラス配合錠ＨＤ，ザクラス配合錠Ｌ

Ｄ，コムプレラ配合錠及びトリーメク配合

錠 

 
〔黄色網かけはWeb追補No.9等にて改正済み〕 

ザクラス配合錠ＨＤ，ザクラス配合錠ＬＤ，コ

ムプレラ配合錠，トリーメク配合錠，ソバルデ

ィ錠400mg（１回の投薬量が28日分以内である

場合に限る。），ノピコールカプセル2.5μg及び

エクリラ400μgジェヌエア30吸入用（１回の投

薬量が15日分以内である場合に限る。） 

1151 ― 下から23行目 （最終改正；平27. 3.31 医政発 0331 

16・薬食発 0331 3・保発 0331 5） 

 
〔黄色網かけはWeb追補No.10にて改正済み〕 

（最終改正；平27. 5.25 医政発 0525 4・薬

食発 0525 9・保発 0525 3） 

1151 

～ 

1160 

「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出

等の取扱いについて」中，「医薬品医療機器等法」（Web追補No.5にて改正済み）を「医薬品医療機器法」に改め

る。 

 

平成 27 年６月 15 日作成 
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